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Ⅰ．西 条 市 民 憲 章 
 

 

平 成 ２ ６ 年 １ １ 月 １ 日 制 定  

 

わ た く し た ち の 西 条 市 は 、 石 鎚 連 峰 と 瀬 戸 内 海 に い だ か れ 、  

豊 か な 自 然 と 清 ら か な 水 の 恵 み に は ぐ く ま れ た 、 歴 史 と 伝 統  

が 息 づ く ま ち で す 。 わ た く し た ち は 、 こ れ ら の 財 産 を 活 か し 、  

人 づ く り ・ も の づ く り に 励 み 、 未 来 の 西 条 市 に つ な ぐ た め に 、  

こ の 憲 章 を 定 め ま す 。  

 

わ た く し た ち は 、 生 き が い と 希 望 に 満 ち た 、 笑 顔 か が や く  

あ た た か い ま ち を つ く り ま す 。  

わ た く し た ち は 、 豊 か な 水 と 緑 を 守 り 、 自 然 と 調 和 し た 美  

し い ま ち を つ く り ま す 。  

わ た く し た ち は 、 絆 を 深 め 、 共 に 助 け 合 い 、 安 全 ・ 安 心 な  

住 み よ い ま ち を つ く り ま す 。  

わ た く し た ち は 、 先 人 の 教 え に 学 び 、 伝 統 と 文 化 を 尊 ぶ 教  

育 の ま ち を つ く り ま す 。  

わ た く し た ち は 、 郷 土 の 恵 み を 活 か し 、 活 力 あ ふ れ る 産 業  

の ま ち を つ く り ま す 。  
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Ⅱ．西 条 市 都 市 宣 言 

 

核兵器廃絶・平和都市宣言 

平成１７年９月１３日 

  

世界の恒久平和は、人類共通の願望である。 

 しかるに、核軍備増強は依然として行われ、平和と人類の生存に深刻な脅威をもたら

している。 

 世界で唯一の核被爆国であるわが国は、被爆の恐怖と苦痛を全世界に訴え、再びこの

地上に、広島・長崎の惨禍を許してはならない。 

 ここに、西条市は、日本国憲法における恒久平和の崇高な理念に基づき、「持たず、

つくらず、持ち込ませず」の非核三原則が完全に実施されることを請い願い、核兵器の

廃絶と軍備縮小を全世界に訴え、恒久平和の実現を希求する核兵器廃絶・平和都市であ

ることを宣言する。 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

人権尊重都市宣言 

平成１７年１２月２２日 

  

すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつその尊厳と権利について平等で

ある。 

 本市は、日本国憲法の保障する基本的人権尊重の精神が全市民に広がり、お互いに相

手の立場を考えた豊かな人間関係をつくり出し、人権文化に根付いた明るく住みよい地

域社会を構築していくことを目指して、ここに西条市を人権尊重都市とすることを宣言

する。 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

交通安全都市宣言 

平成１７年１２月２２日 

  

わが国の経済伸長に伴い、陸運交通の発達はめざましいものがあるが、頻発する交通

事故は、まことに憂慮すべき状況にある。 

 西条市においても、近年の地域経済の発展と高速交通体系の整備に伴い、市内の主要

幹線道路における交通は、日々その量を増し、市民は交通事故の脅威にさらされている。 

 このような状況にかんがみ、すべての市民参加のもと人命の尊重に撤した交通安全の

保持に関する諸施策を強力に推進し、交通事故の未然防止を図り、安全で住みよい都市

とすることを誓い、西条市を交通安全都市とすることを宣言する。 
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Ⅲ．市 の 変 遷 

 

 

平成１６年１１月１日に西条市・東予市・丹原町・小松町が合併し、新しい西条

市が誕生しました。 

  合併までの旧市町の変遷を紹介します。 

 

 西条市は、大正１４年２月に西条町・玉津村・大町村・神拝村が合併し、西条町

となりました。その後、昭和１６年４月、隣接する氷見町・飯岡村・神戸村・橘村

と合併し、県下６番目の市制を施行し、昔からこの地域の総称である「西條」を市

名に決定しました。昭和３１年９月には、山間部の大保木村・加茂村、新居浜市大

生院の一部を編入合併しました。 

 

  東予市は、明治２２年１２月、町村制施行により壬生川村が発足し、同３４年６

月、町制施行により壬生川町となりました。昭和１５年１０月、多賀村と合併した

後、同３０年１月、吉井村・周布村・国安村・吉岡村の４村と合併し、新しい壬生

川町となりました。一方、同３０年１月、三芳村・楠河村・庄内村の合併により成

立した三芳町と同４６年１月に合併し東予町となり、同４７年１０月、県下１２番

目の市制を施行しました｡ 

 

  丹原町は、昭和２８年に町村合併促進法が定められ、昭和３０年４月、旧丹原町

と徳田村が合併し丹原町に、同年７月、中川村と桜樹村が合併し中川村となり、翌

３１年９月、丹原町・田野村・中川村が合併し、現在の丹原町が誕生しました。な

お、この合併に当たっては、桜樹地区の滑川全域と明河の九騎・海上地域は分離し

て温泉郡川内町に合併しました。 

 

  小松町は、明治３１年１１月、町制施行後、昭和３０年４月、旧小松町・石根村・

石鎚村が合併し、小松町として新しく発足しました。 
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Ⅳ．ま ち づ く り の 基 本 方 針 
 
 
 
 

将 来 都 市 像  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

施 策 の 大 綱  

 

１  健 や か に 生 き 生 き と 暮 ら せ る 福 祉 の ま ち づ く り  

 

２  豊 か な 自 然 と 共 生 す る ま ち づ く り  

 

３  快 適 な 都 市 基 盤 の ま ち づ く り  

 

４  災 害 に 強 く 安 全 で 安 心 し て 暮 ら せ る ま ち づ く り  

 

５  ふ る さ と を 愛 す る 豊 か な 心 を 育 む 教 育 ・ 文 化 の ま ち づ く  

  り  

 

６  活 力 あ ふ れ る 産 業 振 興 の ま ち づ く り   

 

「 人 が つ ど い 、 ま ち が 輝 く 、 快 適 環 境 実 感 都 市 」  
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Ⅴ． 市   の   あ   ら   ま   し 
 

１．位置と地勢 

西条市は、愛媛県の東部、道前平野に広がる地域であり、瀬戸内海（ひうち灘）に面しています。北西

は今治市、西は東温市、南は久万高原町・高知県いの町、東は新居浜市と接しています。 

西日本最高峰の石鎚山（標高１，９８２メートル）を中心とする石鎚連峰を背景に、南部一帯及び西部

は急峻な山岳地帯となっています。それ以外の地域は、比較的ゆるやかな平坦部となっており、市街地が

集積するとともに、県下有数の農業地帯となっています。 

山岳部を源流とする中山川・加茂川等の主要な河川が圏域内を流れており、豊かな水資源を供給してい

ます。また、全国でも稀な地下水の自噴地帯として、名水百選（昭和６０年認定）「うちぬき」が各所に

あります。 

 

 

 

  

 

 

２．気候 

瀬戸内地方特有の温暖な気候に恵まれ、年平均気温は１７度前後、年平均降水量は１，２００ミリメー

トル程度であり、生活環境としても、また産業活動のための環境としても、非常に優れた気候条件となっ

ています。 

 

３．面積 

本市の総面積は５１０．０１平方キロメートルです。なお、可住地はそのうち約３０パーセントにあた

る１５９．１８平方キロメートルで、残りは林野となっています。 

 

 

 

 

 

 

本市の位置 
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４．人口 

住民基本台帳人口は、令和８年３月３１日現在１０１，７１１人で年々減少しており、特に自然動態に

おける減少が著しく、少子化が進展していることがわかります。 

一方、人口の年齢別構成の変化を見ると、近年６５歳以上人口の割合が目立って増加しており、高齢化

が急速に進展していることがわかります。 

 

５．産業 

第１次産業は、４，０４７ヘクタール（２０２０年農林業センサス）の経営耕地を有する県内有数の複

合農業地帯であり、生産量日本一の裸麦をはじめ、愛宕柿や春の七草などのさまざまな農産物の宝庫であ

り、海苔、車えび、かに類などの水産物にも恵まれています。 

また、第２次産業は、主に沿岸の埋立地での大規模製造業を中心に約７，３００億円（２０２１年経済

センサス）の製造品出荷額等を有し、地域経済の基幹となっています。このような恵まれた地理的・経済

的条件を背景に、当市は四国最大級の産業都市として、飛躍的な発展を遂げるに至っています。 

 

 

人口･世帯数 

 西条市 

人口(人) 101,711  

男(人) 49,589  

女(人) 52,122  

世帯数 50,817  

(令和８年３月３１日現在：住民基本台帳) 

 

 

面積 

 西条市 

面積（㎢） 510.01 

(令和７年１０月１日現在：国土交通省国土地理院) 

 

 

産業別就業者数      

 西条市 

就業者数（人） 構成比（％） 

第１次産業 3,413  6.9   

第２次産業 16,006  32.5   

第３次産業 29,358  59.6   

分類不能の産業 501  1.0   

合   計 49,278  100.0   

(令和２年１０月１日現在：令和２年国勢調査) 
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Ⅵ．議 会  

 

１． 議会基本条例 

平成２８年９月２６日制定 

平成２８年第４回９月定例会において西条市議会基本条例を可決 

平成２９年２月１日より施行 
 
 
 

２．議員定数                                           令和８年４月１日現在 

条例定数 現  員 議 員 の 任 期 

 

28人 

 

 

28人 

 

 

令和7年2月24日 ～ 令和11年2月23日 

 
 
 

   ３．当選回数別構成                       令和８年４月１日現在 

当選回数 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 

 

人 員 

 

8人 4人 4人 5人 1人 4人 2人 

 

 

   ４．年齢別構成                               令和８年４月１日現在 

 

年齢階層 

 

 

30歳～  

 

 

40歳～  

 

 

50歳～  

 

 

60歳～  

 

 

70歳～ 

 

80歳～  

 

 

平均年齢  

 

 

人  員 

 

 

2人 

 

 

4人 

 

 

4人 

 

10人 

 

7人 1人 

 

60.3歳 

 

 

５．党籍別構成                                        令和８年４月１日現在 

 

党  籍  

 

 

公 明 党 

 

 

日本共産党 

 

 

新社会党 

 

 

れいわ新選組 

 

参 政 党 

 

無 所 属 

 

人  員  

 

 

2人 

 

 

1人 

 

 

1人 

 

 

1人 

 

1人 

 

22人 

 
 
 

６．会派別議員数        令和８年４月１日現在 

西条自民 

クラブ 

夢みらい 

クラブ 

公 明 党 

西条市議団 
無 会 派 

16人 4人 2人 6人 
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７．委員会                   

常任委員会  令和８年４月１日現在 

名 称 定 数 所 管 事 項 

総 務 委 員 会 10人 

1 市長直轄組織の所管に属する事項 

2 企画部の所管に属する事項 

3 総務部の所管に属する事項 

4 財務部の所管に属する事項 

5 市民生活部の所管に属する事項 

6 会計管理者の所管に属する事項 

7 消防の所管に属する事項 

8 選挙管理委員会の所管に属する事項 

9 監査委員の所管に属する事項 

10 公平委員会の所管に属する事項 

11 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項 

12 他の委員会に属さない事項 

福祉文教委員会 9人 

1 こども・福祉部の所管に属する事項 

2 健康増進部の所管に属する事項 

3 環境部の所管に属する事項 

4 教育委員会の所管に属する事項 

産業建設委員会 9人 

1 産業部の所管に属する事項 

2 建設部の所管に属する事項 

3 農業委員会の所管に属する事項 

予 算 委 員 会 28人 1 予算に関する事項 

   

議会運営委員会  令和８年４月１日現在 

名  称 定 数 所 管 事 項 

議会運営委員会 10人 

1 議会の運営に関する事項 

2 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関す 

る事項 

3 議長の諮問に関する事項 

4 議会広報に関する事項 

   

特別委員会                              令和８年４月１日現在 

名  称 定 数 付  議  事  件 

水 資 源 調 査  

特  別  委  員  会  
10人 

ダム・市内河川に関する調査、水資源の保全及び

活用に関する調査・研究並びに関連議案等の審査 

ご み 対 策 調 査  

特 別 委 員 会  
10人 

道前クリーンセンターの運営、新規ごみ処理施設

の整備及びごみ減量化等のごみ対策に関する調

査・研究並びに関連議案等の審査 
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期 末 手 当                     

６月 １００分の１７５ 

１２月 １００分の１７５ 

 （役職加算１５パーセント有）     

８．議員報酬及び諸手当     (単位：円)                     令和８年４月１日現在 
 

 
 
      ９．行政視察旅費             
 
        
 
 

    

 
 
 

１０．政務活動費交付金  議員１人当たり 月額１５，０００円 

(会派又は議員に対し年度当初の申請により一括交付) 

 
 
     １１．費用弁償 

 
旅費の種類 支 給 内 容 

交 

通 

費  

鉄道賃 実  費 交通費（鉄道） 

船賃 実  費 交通費（船舶） 

航空賃 実  費 交通費（航空機） 

その他の交通費 一部定額 交通費（上記以外） 

宿 
泊 
費 
等 

宿泊費 実  費 旅行中の宿泊に関する費用 

包括宿泊費 実  費 パック旅行に要する費用 

宿泊手当 定  額 
宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費（夕朝食代の掛かり
増しを含む。）に充てるための費用 

＊ 宿泊費は、宿泊費基準額を上限に実費支給する。 

 
 

１２．議会事務局                                    令和８年４月１日現在 

（１） 定  数 １２人        現  員 ９人  

（２） 機  構 
                         調査広報係（２人） 

 
局  長     議事課長 

                         

議 事 係（５人） 

区   分 R5.4.1適用 

議   長 502,000 

副 議 長 439,000 

議   員 412,000 

常 任 委 員 会 年間１人当たり １９０，０００円  

特 別 委 員 会     〃 １２０，０００円  

議 会 運 営 委 員 会     〃 １２０，０００円 



項　目

　　区　分 議 案 請 願 その他

4 20 138 110 10 18

1 1 12 4 8

総 務 12 7 39 16 6 17

福 祉 文 教 9 5 37 22 3 12

産 業 建 設 6 5 14 8 1 5

11 10 35 31 4
(17) (11) (48) (48) (0)

計 38 27 125 77 10 38

水 資 源 調 査 1 1 3 3

ご み 対 策 調 査 5 5 7 2 5

4 4 8 4 4
(4) (3) (7) (6) (1)

計 10 10 18 6 12

13 12 45 45

22 14 78 78

6 20

6 6 6 6

1 1 3 3

2 2

1 1

1 1

2 2

107 117 425 197 20 208

Ⅶ．議　会　活　動　状　況

市議会だより編集委員会

令和7年　　（ R7.1.10 ～ R7.12.31）

回 数 日 数
議案等
件 　数

議案等件数の内訳

委

員

会

等

定 例 会

臨 時 会

会 派 代 表 者 会 議

調査・研究活動（視察）

議 会 運 営 委 員 会

全 員 協 議 会

予 算

注：予算委員会及び決算審査特別委員会の（　）内の数字は、各分科会での活動状況で
　　ある。

注：令和６年第６回１２月定例会の会期が令和７年１月９日までであったため、１月１
　　０日からの活動状況とする。

常

任

委

員

会

特

別

委

員

会

合 計

決 算 審 査

議 員 研 修 会

議 会 報 告 会

政 策 提 言 会

職 員 防 災 訓 練
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Ⅷ．議 会 運 営 

  １．予算及び決算の審査方法 
 (1) 予算   各会計の予算は、予算委員会に付託し、常任委員会及び特別委員会に対応する分科会を設置 

して審査する。 

分科会は、当該分科会に対応する常任委員会及び特別委員会の委員が所属する。 

予算の審査方法については、一般会計中、地方債、一時借入金及び歳出予算の流用は財務部 

を担当する分科会が、また、一般会計中、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び債務負担行為 

並びに各特別会計は担当する分科会が、それぞれ審査する。 

なお、特別委員会に対応する分科会を設置したときは、前記にかかわらず、その担当部分に 

ついて、当該分科会が審査する。 

特別会計及び事業会計の職員給与費については、総務部を担当する分科会が審査する。 

予算委員会を除く常任委員会及び予算委員会分科会の開催日は２日間とし、１日目に２委員 

会及び２予算委員会分科会を、２日目に１委員会及び１予算委員会分科会を開催する。 

                                                   (2) 決算        毎年９月定例会において、決算審査特別委員会を設置するとともに同委員会に付託し、当該 

決算年度の当初予算を審査した分科会を設置して閉会中に審査を行い、１２月定例会で報告・ 

表決する。ただし、特別委員会に対応する分科会は設置しない。 

決算審査特別委員会は、監査委員である議員を除く全ての議員で構成し、分科会は、原則と 

して予算委員会分科会の委員が対応する分科会に所属する。決算の審査方法については、一般 

会計中、実質収支に関する調書は、財務部を担当する分科会が、財産に関する調書については、 

会計管理者を担当する分科会が審査する。 

また、一般会計中、歳入及び歳出並びに各特別会計は担当する分科会が、それぞれ審査する。 

ただし、上記にかかわらず、各特別会計に計上する職員給与費については、総務部を担当す 

る分科会が審査する。 
 
  ２．代表質問 

(1) 通告制採用の有無         有 

(2) 通告制採用の場合の運営方法 

①通告期限             会期第２日目（休会日）の正午まで 

②発言順位               所属議員数の多い順とする。同数の場合は、議長が定める順と 

                                                                                                                                                                                                                                                            する。 

③要旨記載基準           具体的、項目別に記載  

(3) 代表質問の取り扱い        代表質問は、交渉会派（議員定数の１２分の１以上の議員が所 

属する会派）のみ行うことができる。 

(4) 答弁の方法            一括質問・一括答弁方式 

(5) 日数               １日～２日 

(6) 発言時間制限の有無        有（３０分以内。ただし、答弁時間を含まない） 

(7) 発言の回数            ３回以内 
 
  ３．質疑 

(1) 通告制採用の有無         有 

(2) 通告制採用の場合の運営方法 

①通告期限             会期第２日目（休会日）の正午まで 

②発言順位             受付順 

③要旨記載基準           具体的、項目別に記載 

(3) 代表質疑採用の有無        無 

(4) 会派に所属しない議員の取り扱い  区別していない。 

(5) 質疑・答弁の方法         一括質疑・一括答弁方式 

(6) 日数               １日～２日 

(7) 発言時間制限の有無        有（一般質問の発言時間と合わせて６０分以内。      ただし、答弁 

時間を含む） 

            (8) 発言の回数            ３回以内 
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４．一般質問 
(1) 通告制採用の有無         有 
(2) 通告制採用の場合の運営方法   
①通告期限             会期第２日目（休会日）の正午まで 
②発言順位             受付順 
③要旨記載基準           具体的、項目別に記載 

(3) 会派に所属しない議員の取り扱い  区別していない。 
(4) 質問・答弁の方法         一問一答方式又は複合方式 

※複合方式は、一括質問・一括答弁方式により質問した後、 
２回目以降については一問一答方式により質問を行う。 

(5) 日数               ２日～３日 
(6) 発言時間制限の有無        有（質疑の発言時間と合わせて６０分以内。ただし、答弁時間 

を含む） 
(7) 発言の回数            制限は設けない。 

 
５．請願 
(1) 受理と付託時期          受理期限は、定例会前に開催される議会運営委員会の前日の午 
                  後５時までとし、当該定例会に上程し、所管の常任委員会又は議 

会運営委員会に付託する。それ以降の受理分については、次期定 
例会において審査する。 

(2) 紹介議員の制限          議長及び副議長、所管委員会の委員長及び副委員長は紹介議員 
                  とならない。 
(3) 審査期間             審査期間は、受理日から１年間とする。この期間中に結論が出 
                  ないものは審議未了の扱いとする。 
(4) 審査結果の態様          採択、不採択（みなし採択・趣旨採択等は行っていない） 

 

６．陳情 

市民から提出された陳情は、請願と同様の受理期限とし、議会運営委員会で、その取り扱いについ 

て協議を行う。期限後の受理分については、次期定例会前に開催される議会運営委員会で、その取り

扱いについて協議を行う。市民以外から提出された陳情は、その写しを直近の本会議に配付するのみ

とし、審議は行わない。 
 

７．会議録 

(1) 本会議：録音データ反訳から冊子の印刷まで業者委託している。 

      文章校正は３回。１定例会ごと４９部印刷。 

(2) 委員会：録音データ反訳から校正を担当職員が行っている。 
 

８．その他 

さいじょう市議会だより：年４回（２月、５月、８月、１１月） 

 

１回当たり４９，７５０部発行 



Ⅸ．　西　 条 　市　 議 　会　 議 　員　 名 　簿

              令和８年４月１日現在

議席 期 氏       　名 政          党 会          派

1 1   三　浦　　　颯 無 所 属 夢 み ら い ク ラ ブ

2 1   高　木　新　治 無 所 属 夢 み ら い ク ラ ブ

3 1   渡　部　勤　文 れいわ新選組 ―

4 1   玉　置　公　正 無 所 属 ―

5 1   八　木　邦　靖 参 政 党 ―

6 2   黒　川　理惠子 無 所 属 ―

7 1   柳　原　政　彦 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

8 1   伊　藤　良　二 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

9 1   日　野　克　則 無 所 属 夢 み ら い ク ラ ブ

10 2   越  智　由美子 日 本 共 産 党 ―

11 2   髙  橋  淑  子 公 明 党 公 明 党 西 条 市 議 団

12 2   森  川  亜  紀 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

13 3   佐々木　　  充 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

14 3   三  好  和  彦 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

15 4   髙  橋　 　 保 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

16 4   藤  井  武  彦 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

17 4   川  又　由美恵 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

18 4   井  上  浩  二 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

19 3   真  鍋  顕  伸 無 所 属 夢 み ら い ク ラ ブ

20 5   髙  橋  章  哲 新 社 会 党 ―

21 3   城  戸　　  力 公 明 党 公 明 党 西 条 市 議 団

22 4   佐  伯  利  彦 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

23 6   西  坂　　  壽 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

24 6   行  元　　  博 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

25 6   越  智  俊  幸 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

26 7   一  色  輝  雄 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

27 6   武  田　　  功 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

28 7   伊  藤  孝  司 無 所 属 西 条 自 民 ク ラ ブ

議長：一  色　輝  雄　　　　　　　副議長：佐々木　　  充
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１．位置
  (1)市の位置

方　位

極　東

極　西

　資料：国土交通省国土地理院　　　※経緯度は世界測地系による表示

  (2)市庁の位置

　133度10分52秒

　  33度55分11秒

　資料：国土交通省国土地理院　　　※経緯度は世界測地系による表示

２．面積

　資料：国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」

３．地目別土地面積

　　注：本表は各年１月１日現在の固定資産概要調書によって集計した評価総地積であり、

　資料：課税課

東　経

田 51,206,085

西条市明屋敷164番地

経　　緯　　度所　　在　　地

面　        積

50,983,877

　　　　非課税地は含まない。

宅　地

池　沼

山　林

原　野

雑種地

820,086

29,591,309

72,509

29,701,863

5,648,261

805,126

5,707,011

71,849

Ⅹ．西　条　市　の　統　計　資　料

緯　　度

極　南

極　北

岩黒山

地　名方　位

北緯　33度58分58秒丹原町関屋 河原津

北緯　33度45分01秒笹ヶ峰

東経　132度57分25秒

経　　度地　名

東経　133度16分39秒

畑

50,779,454

北　緯

245,412,915

令和6年

20,551,456

地　 目 令和5年

総　数 245,446,242

510.01 ㎢　（令和7年10月1日現在）

(単位：㎡)

令和7年

5,738,147

811,913

137,639,266

245,514,012

137,705,039

20,363,688

71,141

20,456,517

29,762,649

137,885,923
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(単位：ｍ)

標　高 名　　称 標　高

1,982 笹　ヶ　峰 1,860

1,930 寒　風　山 1,763

1,896 伊 予 富 士 1,756

1,861 岩　黒　山 1,746

　資料：観光振興課

(単位：km)

延　長 名　　称 延　長

28.64 渦　井　川 12.82

23.09 大 明 神 川 8.65

4.67 鞍　瀬　川 9.53

　　注：平成１６年３月３１日現在

　資料：愛媛県河川調書

市域内の実延長 改　良　率 舗　装　率

28,442 100.0 100.0

11,664 100.0 100.0

35,556 100.0 100.0

18,198 100.0 100.0

11,371 100.0 100.0

41,477 45.9 50.8

22,245 96.7 100.0

11,181 100.0 100.0

1,735 100.0 100.0

261 100.0 100.0

1,669 100.0 100.0

8,674 99.9 100.0

　　注：令和７年４月１日現在

　資料：国土交通省四国地方整備局松山河川国道事務所、愛媛県東予地方局建設部建設企画課

(単位：ｍ、％)６．主要道路

国
　
　
道

路　　線　　名

四国縦貫自動車道

西　黒　森

５．主要河川

中　山　川

県
　
　
道

名　　称

加　茂　川

妙　谷　川

西条久万線

今治小松自動車道

11号（バイパス含む）

194号

196号

４．主要山岳

名　　称

石　鎚　山

二　ノ　森

瓶　ヶ　森

壬生川新居浜野田線

丹原小松線

壬生川丹原線

西条港線

壬生川港小松線

東予港三津屋線
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７．道路の状況

延　長 舗装率 延　長 舗装率 延　長 舗装率

平 成 23 年 76.4 100.0 191.9 74.5 1,085.8 83.7

平 成 24 年 76.4 100.0 191.9 74.9 1,089.2 83.8

平 成 25 年 76.2 100.0 191.9 74.9 1,089.2 83.9

平 成 26 年 76.2 100.0 191.9 74.9 1,090.1 84.0

平 成 27 年 76.2 100.0 191.9 74.9 1,090.2 84.0

平 成 28 年 76.3 100.0 191.9 74.9 1,090.2 84.0

平 成 29 年 76.3 100.0 191.9 74.9 1,090.2 84.0

平 成 30 年 76.3 100.0 191.9 75.0 1,091.3 84.0

令 和 元 年 76.3 100.0 191.9 75.0 1,092.5 84.2

令 和 2 年 76.3 100.0 191.9 75.0 1,093.2 84.2

令 和 3 年 76.3 100.0 191.9 75.0 1,093.3 84.3

令 和 4 年 76.4 100.0 191.9 75.0 1,094.0 84.3

令 和 5 年 76.4 100.0 191.9 75.0 1,093.9 84.3

令 和 6 年 76.8 100.0 191.9 75.0 1,094.3 84.3

令 和 7 年 76.8 100.0 191.9 75.0 1,096.0 84.3

　資料：道路施設現況調査（各年４月１日現在）

８．気象

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

晴 187 210 171 190 206
曇 124 111 143 124 96
雨 52 44 51 52 62
雪 2 ― ― ― 1

平 均 16.9 16.9 17.1 17.7 17.4
最 高 35.3 36.6 35.6 37.1 37.4
最 低 -3.1 -1.3 -2.9 -1.5 -2.3
平 均 78.6 78.4 80.7 81.7 70.3
最 小 18.6 13.6 16.1 15.5 7.7

風　向 平 均 風 速 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
風　速 最 大 風 速 24.8 31.4 23.9 23.2 20.0
（m/ｓ) 同 上 風 向 南南西 南西 西北西 南南西 南南西

最 多 月 ８月 ９月 ５月 ５月 ５月
同上降水量 248.0 271.0 228.5 117.5 171.5
年間降水量 1,127.0 972.5 1,060.0 1,561.5 911.0

　　注：観測地点は東消防署、天候は午前９時の観測である。

　資料：消防本部指令課

降水量
(mm)

天　候
（日）

気　温
（℃）

湿　度
（％）

(単位：㎞、％)

市　　　道国　　　道 県　　　道
年  次

区　分

- 16 -



９．世帯数、人口の推移

総　数 男 女

（旧西条市） 6,601 34,461 16,995 17,466 S16.4.29 市制施行時
（旧東予市） 8,815 32,762 15,491 17,271 S47.10.1 市制施行時
（旧丹原町） 696 4,329 2,155 2,174 T2.12.23 町政施行時
（旧小松町） － － － － M31.11.21 町政施行時
平 成 5 年 40,258 117,011 55,966 61,045 H5.11.1 住民登録人口
（旧西条市） 20,531 57,595 27,776 29,819
（旧東予市） 11,501 34,074 16,139 17,935
（旧丹原町） 4,665 14,755 7,018 7,737
（旧小松町） 3,561 10,587 5,033 5,554
平 成 10 年 43,025 117,456 56,259 61,197 H10.11.1 住民登録人口
（旧西条市） 22,216 58,690 28,312 30,378
（旧東予市） 12,351 34,105 16,223 17,882
（旧丹原町） 4,814 14,361 6,821 7,540
（旧小松町） 3,644 10,300 4,903 5,397
平 成 15 年 45,330 116,824 55,910 60,914 H15.11.1 住民登録人口
（旧西条市） 23,621 59,456 28,663 30,793
（旧東予市） 12,946 33,434 15,832 17,602
（旧丹原町） 4,973 13,861 6,646 7,215
（旧小松町） 3,790 10,073 4,769 5,304
平 成 16 年 45,633 116,455 55,713 60,742 H16.11.1 住民登録人口
（旧西条市） 23,795 59,432 28,616 30,816
（旧東予市） 13,033 33,271 15,743 17,528
（旧丹原町） 4,988 13,722 6,603 7,119
（旧小松町） 3,817 10,030 4,751 5,279
平 成 17 年 46,170 116,427 55,748 60,679 H17.11.1 住民登録人口
平 成 18 年 46,630 116,059 55,595 60,464 H18.11.1 住民登録人口
平 成 19 年 46,977 115,651 55,424 60,227 H19.11.1 住民登録人口
平 成 20 年 47,370 115,200 55,202 59,998 H20.11.1 住民登録人口
平 成 21 年 47,695 114,792 55,004 59,788 H21.11.1 住民登録人口
平 成 22 年 48,112 114,663 54,963 59,700 H22.11.1 住民登録人口
平 成 23 年 48,465 114,384 54,848 59,536 H23.11.1 住民登録人口
平 成 24 年 49,476 114,766 55,128 59,638 H24.11.1 住民登録人口
平 成 25 年 49,514 113,859 54,690 59,169 H25.11.1 住民登録人口
平 成 26 年 49,741 113,022 54,323 58,699 H26.11.1 住民登録人口
平 成 27 年 49,964 112,215 53,953 58,262 H27.11.1 住民登録人口
平 成 28 年 50,361 111,745 53,832 57,913 H28.11.1 住民登録人口
平 成 29 年 50,569 110,887 53,532 57,355 H29.11.1 住民登録人口
平 成 30 年 50,524 109,768 53,032 56,736 H30.11.1 住民登録人口
令 和 元 年 50,699 109,071 52,748 56,323 R1.11.1 住民登録人口
令 和 2 年 50,869 108,162 52,330 55,832 R2.11.1 住民登録人口
令 和 3 年 50,763 107,052 51,725 55,327 R3.11.1 住民登録人口
令 和 4 年 50,781 105,879 51,288 54,591 R4.11.1 住民登録人口
令 和 5 年 50,787 104,655 50,807 53,848 R5.11.1 住民登録人口
令 和 6 年 50,894 103,579 50,362 53,217 R6.11.1 住民登録人口
令 和 7 年 50,882 102,379 49,931 52,448 R7.11.1 住民登録人口

　資料：市民課

年　   次 世帯数
人　　　口　　（人）

摘　　　　　要
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１０．一般会計決算額（歳入） (単位：千円)

合 計 55,902,329 59,660,781

1 市 税 16,328,319 16,959,627

2 地 方 譲 与 税 442,960 466,131

3 利 子 割 交 付 金 6,990 10,780

4 配 当 割 交 付 金 72,932 103,010

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 88,185 153,290

6 法 人 事 業 税 交 付 金 248,976 274,506

7 地 方 消 費 税 交 付 金 2,540,385 2,796,816

8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1,734 1,526

9 環 境 性 能 割 交 付 金 47,799 47,173

10 地 方 特 例 交 付 金 125,378 557,215

11 地 方 交 付 税 10,739,911 10,154,090

12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 9,318 8,700

13 分 担 金 及 び 負 担 金 240,623 223,104

14 使 用 料 及 び 手 数 料 615,973 638,393

15 国 庫 支 出 金 9,898,848 10,121,940

16 県 支 出 金 3,883,807 4,148,678

17 財 産 収 入 84,473 82,021

18 寄 附 金 848,728 892,799

19 繰 入 金 1,755,340 2,137,337

20 繰 越 金 4,181,452 3,155,548

21 諸 収 入 1,319,298 1,488,197

22 市 債 2,420,900 5,239,900

　資料：財政課

１１．一般会計決算額（歳出） (単位：千円)

合 計 52,746,781 55,987,192

1 議 会 費 324,681 321,714

2 総 務 費 7,722,008 6,808,853

3 民 生 費 20,517,962 21,129,507

4 衛 生 費 4,850,420 4,753,266

5 労 働 費 185,571 185,051

6 農 林 水 産 業 費 1,752,902 1,561,076

7 商 工 費 1,358,510 1,414,127

8 土 木 費 4,572,513 4,683,047

9 消 防 費 1,429,065 1,595,805

10 教 育 費 4,804,533 8,319,625

11 災 害 復 旧 費 9,334 23,077

12 公 債 費 5,219,282 5,192,044

13 予 備 費 － － 

  資料：財政課

款

款

令和5年度 令和6年度

令和5年度 令和6年度
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１２．特別会計歳入歳出決算額 (単位：千円)

歳    入 歳    出 歳    入 歳    出

合　　　　　　　　計 25,964,426 25,657,814 25,691,057 25,565,748

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 12,033,041 11,906,262 11,563,288 11,554,386

介 護 保 険 特 別 会 計 11,971,145 11,844,141 12,009,158 11,953,157

港 湾 上 屋 事 業 特 別 会 計 7,046 7,046 － － 

ひうち地域振興整備事業特別会計 87,999 87,999 47,008 47,008

小 松 地 域 交 流 事 業 特 別 会 計 16,966 16,966 15,424 15,424

本 谷 温 泉 事 業 特 別 会 計 73,967 73,967 84,233 84,233

畑 地 か ん 水 事 業 特 別 会 計 20,813 7,865 29,169 16,231

庄 内 財 産 区 特 別 会 計 735 735 900 900

壬 生 川 財 産 区 特 別 会 計 3,940 2,504 13,118 12,015

後期高齢者医療保険特別会計 1,748,774 1,710,329 1,928,759 1,882,394

　　注：港湾上屋事業特別会計は、令和５年度で廃止

　資料：財政課

１３．市税収入状況 (単位：千円)

区       分

総 額

市 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

市 た ば こ 税

入 湯 税

  資料：徴収課

会     計    名
令和5年度 令和6年度

令和5年度 令和6年度

841,106

5,890

16,959,627

5,710,864

9,967,834

467,217

807,725

5,987

455,493

8,840,197

6,185,632

16,328,319
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１４．令和８年度会計別予算の規模 　(単位：千円、％)

区　分　 令 和 8 年 度 令 和 7 年 度

予 算 額 予 算 額 増 減 額 増 減 率

(A) － (B) (C)/(B)
(A) (B) (C) (D)

50,810,000 50,440,000 370,000 0.7

11,443,900 12,214,557 △ 770,657 △ 6.3 

12,310,456 12,036,869 273,587 2.3

1,513 3,382 △ 1,869 △ 55.3 

23,196 21,125 2,071 9.8

821 821 0 0.0

3,118 2,844 274 9.6

2,367,942 2,019,352 348,590 17.3

－ 64,423 △ 64,423 皆減

26,150,946 26,363,373 △ 212,427 △ 0.8 

1,960,138 1,943,435 16,703 0.9

251,974 287,976 △ 36,002 △ 12.5 

4,831,915 6,039,360 △ 1,207,445 △ 20.0 

7,044,027 8,270,771 △ 1,226,744 △ 14.8 

84,004,973 85,074,144 △ 1,069,171 △ 1.3 

  　注：本谷温泉事業は、令和７年度で廃止

  資料：財政課

小 計

公 共 下 水 道 事 業

対 比

会　計

一 般 会 計

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険

介 護 保 険

畑 地 か ん 水 事 業

小 松 地 域 交 流 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 保 険

壬 生 川 財 産 区

庄 内 財 産 区

本 谷 温 泉 事 業

合 計

企

業

会

計

水 道 事 業

病 院 事 業

小 計
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(1)歳入予算款別比較 (単位：千円、％)

区　分

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率

(A) － (B) (C)/(B)

(A) (B) (C) (D)

1 市 税 17,203,976 33.9 17,094,044 33.9 109,932 0.6

2 地 方 譲 与 税 468,070 0.9 472,000 0.9 △ 3,930 △ 0.8 

3 利 子 割 交 付 金 37,000 0.1 18,000 0.0 19,000 105.6

4 配 当 割 交 付 金 102,000 0.2 75,000 0.2 27,000 36.0

5
株式等譲渡所得
割交付金１１１

110,000 0.2 97,000 0.2 13,000 13.4

6
法 人 事 業 税
交 付 金 １ １

294,000 0.6 270,000 0.5 24,000 8.9

7
地 方 消 費 税
交 付 金 １ １

2,898,000 5.7 2,570,000 5.1 328,000 12.8

8
ゴルフ場利用税
交 付 金 １ １ １

1,600 0.0 1,600 0.0 0 0.0

9 地方特例交付金 168,632 0.3 105,694 0.2 62,938 59.5

10 地 方 交 付 税 10,038,406 19.7 9,823,402 19.5 215,004 2.2

11
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金 １

8,700 0.0 9,000 0.0 △ 300 △ 3.3 

12
分 担 金 及 び
負 担 金 １ １

231,604 0.4 222,483 0.4 9,121 4.1

13
使 用 料 及 び
手 数 料 １ １

768,994 1.5 714,438 1.4 54,556 7.6

14 国 庫 支 出 金 8,430,798 16.6 8,061,509 16.0 369,289 4.6

15 県 支 出 金 4,606,012 9.1 4,636,556 9.2 △ 30,544 △ 0.7 

16 財 産 収 入 132,313 0.3 73,735 0.2 58,578 79.4

17 寄 附 金 905,081 1.8 905,751 1.8 △ 670 △ 0.1 

18 繰 入 金 2,271,101 4.5 2,576,585 5.1 △ 305,484 △ 11.9 

19 繰 越 金 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0

20 諸 収 入 1,223,613 2.4 1,308,603 2.6 △ 84,990 △ 6.5 

21 市 債 860,100 1.7 1,312,600 2.6 △ 452,500 △ 34.5 

○
環 境 性 能 割
交 付 金 １ １

－ － 42,000 0.1 △ 42,000 皆減

50,810,000 100.0 50,440,000 100.0 370,000 0.7

  　注：環境性能割交付金は、令和７年度で廃止

  資料：財政課

１５．令和８年度一般会計予算の概要

款

合 計

令 和 8 年 度 令 和 7 年 度 対 比
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(単位：千円、％)

区　分

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増 減 率

(A) － (B) (C)/(B)
(A) (B) (C) (D)

市 税 17,203,976 33.9 17,094,044 33.9 109,932 0.6

分 担 金 及 び
負 担 金 １ １

231,604 0.4 222,483 0.4 9,121 4.1

使 用 料 及 び
手 数 料 １ １

768,994 1.5 714,438 1.4 54,556 7.6

財 産 収 入 132,313 0.3 73,735 0.2 58,578 79.4

寄 附 金 905,081 1.8 905,751 1.8 △ 670 △ 0.1 

繰 入 金 2,271,101 4.5 2,576,585 5.1 △ 305,484 △ 11.9 

繰 越 金 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0

諸 収 入 1,223,613 2.4 1,308,603 2.6 △ 84,990 △ 6.5 

小 計 22,786,682 44.9 22,945,639 45.5 △ 158,957 △ 0.7 

地 方 譲 与 税 468,070 0.9 472,000 0.9 △ 3,930 △ 0.8 

利 子 割 交 付 金 37,000 0.1 18,000 0.0 19,000 105.6

配 当 割 交 付 金 102,000 0.2 75,000 0.2 27,000 36.0

株式等譲渡所得
割交付金１１１

110,000 0.2 97,000 0.2 13,000 13.4

法 人 事 業 税
交 付 金 １ １

294,000 0.6 270,000 0.5 24,000 8.9

地 方 消 費 税
交 付 金 １ １

2,898,000 5.7 2,570,000 5.1 328,000 12.8

ゴルフ場利用税
交 付 金 １ . １

1,600 0.0 1,600 0.0 0 0.0

地方特例交付金 168,632 0.3 105,694 0.2 62,938 59.5

地 方 交 付 税 10,038,406 19.7 9,823,402 19.5 215,004 2.2

交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金 １

8,700 0.0 9,000 0.0 △ 300 △ 3.3 

国 庫 支 出 金 8,430,798 16.6 8,061,509 16.0 369,289 4.6

県 支 出 金 4,606,012 9.1 4,636,556 9.2 △ 30,544 △ 0.7 

市 債 860,100 1.7 1,312,600 2.6 △ 452,500 △ 34.5 

環 境 性 能 割
交 付 金 １ １

－ － 42,000 0.1 △ 42,000 皆減

小 計 28,023,318 55.1 27,494,361 54.5 528,957 1.9

50,810,000 100.0 50,440,000 100.0 370,000 0.7

  　注：環境性能割交付金は、令和７年度で廃止

  資料：財政課

合 計

(2)歳入財源別の比較

令 和 8 年 度 令 和 7 年 度 対 比

款

自

主

財

源

依

存

財

源
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(3)歳出款別予算比較 (単位：千円、％)

区　分　

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増 減 率

(A) － (B) (C)/(B)

(A) (B) (C) (D)

1 議 会 費 330,564 0.7 332,525 0.7 △ 1,961 △ 0.6 

2 総 務 費 5,058,170 10.0 5,043,568 10.0 14,602 0.3

3 民 生 費 22,512,133 44.3 22,210,855 44.0 301,278 1.4

4 衛 生 費 3,576,023 7.0 3,509,330 7.0 66,693 1.9

5 労 働 費 164,151 0.3 176,486 0.4 △ 12,335 △ 7.0 

6 農 林 水 産 業 費 1,377,468 2.7 1,494,831 3.0 △ 117,363 △ 7.9 

7 商 工 費 1,531,933 3.0 1,633,025 3.2 △ 101,092 △ 6.2 

8 土 木 費 3,083,979 6.1 3,299,941 6.5 △ 215,962 △ 6.5 

9 消 防 費 1,616,333 3.2 1,532,681 3.0 83,652 5.5

10 教 育 費 5,886,341 11.6 5,549,584 11.0 336,757 6.1

11 災 害 復 旧 費 13,000 0.0 10,000 0.0 3,000 30.0

12 公 債 費 5,609,905 11.0 5,597,174 11.1 12,731 0.2

13 予 備 費 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0

50,810,000 100.0 50,440,000 100.0 370,000 0.7

  資料：財政課

款

合 計

令 和 8 年 度 令 和 7 年 度 対 比
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１６．産業(大分類)別就業者数 (単位：人)

就業者数 構成比（％） 西条地区 東予地区 丹原地区 小松地区

49,278 100.0 26,690 13,621 5,404 3,563

3,413 6.9 1,102 1,083 928 300

農　　　　　　　業 3,223 6.5 979 1,037 914 293

林　　　　　　　業 76 0.2 48 8 14 6

漁　　　　　　　業 114 0.2 75 38 － 1

16,006 32.5 9,490 4,055 1,469 992

鉱業，採石業，砂利採取業 14 0.0 9 2 2 1

建　　　設　　　業 4,623 9.4 2,828 1,036 447 312

製　　　造　　　業 11,369 23.1 6,653 3,017 1,020 679

29,358 59.6 15,887 8,229 2,986 2,256

電気・ガス・熱供給・水道業 313 0.6 229 51 17 16

情報通信業    209 0.4 137 43 17 12

運輸業，郵便業    2,383 4.8 1,317 642 236 188

卸売業，小売業    6,301 12.8 3,240 1,879 692 490

金融業，保険業    720 1.5 441 183 60 36

不動産業，物品賃貸業   487 1.0 292 129 40 26

学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 1,139 2.3 672 286 97 84

宿泊業，飲食サービス業    2,018 4.1 1,157 526 213 122

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業 1,555 3.2 863 415 131 146

教育，学習支援業 2,034 4.1 987 655 228 164

医療，福祉 7,603 15.4 4,124 2,118 778 583

複合サービス事業 705 1.4 308 229 104 64

サービス業
（他に分類されないもの）

2,392 4.9 1,302 646 225 219

公務
（他に分類されないもの）

1,499 3.0 818 427 148 106

501 1.0 211 254 21 15

資料：国勢調査(令和２年１０月１日現在）

分 類 不 能 の 産 業

令　和　2　年
産業大分類

内          　訳

第 １ 次 産 業

総 数

第 ２ 次 産 業

第 ３ 次 産 業
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１７．事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移（従業者４人以上の事業所）

(単位：所、人、万円)

年　　次

平 成 21 年

平 成 22 年

平 成 23 年

平 成 24 年

平 成 25 年

平 成 26 年

平 成 28 年

平 成 29 年

平 成 30 年

令 和 元 年

令 和 2 年

令 和 3 年

令 和 4 年

令 和 5 年

令 和 6 年

１８．主要農作物の作付栽培面積、収穫量

作付（栽培）
面積（ha)

収穫量
（t）

作付（栽培）
面積（ha)

収穫量
（t）

作付（栽培）
面積（ha)

収穫量
（t）

水 稲 2,860 15,200 2,820 14,400 2,830 14,200

小 麦 50 238 50 232 21 71

裸 麦 756 2,220 774 2,150 973 1,920

大 豆 166 262 144 207 140 62

ほ う れ ん そ う 27 159 25 160 21 110

た ま ね ぎ 62 1,690 54 1,740 48 1,340

き ゅ う り 37 1,702 34 1,756 31 1,550

　資料：作物統計調査

農 作 物 名

令和4年 令和5年 令和6年

237 9,180 82,515,763

223 9,383 79,470,089

240 9,226 72,715,240

304 9,444 103,432,723

258 8,737 96,334,579

235 8,961 71,973,293

246

事業所数 従業者数 製造品出荷額等

253 9,868 81,137,131

9,000 85,934,343

260 10,277 88,599,347

253 9,774 79,957,119

67,781,10210,027266

282 10,444 88,772,410

注：平成２１年、２２年、２４年～２６年、平成２９年～令和２年は工業統計調査、平成２３年、２８
年、令和３年は経済センサス‐活動調査、令和４年、５年、６年は経済構造実態調査の製造業に関する数
値である。
　平成２６年以前の事業所数及び従業者数は調査年の１２月３１日現在、製造品出荷額等は調査年の１年
間の数値である。
　平成２３年の事業所数及び従業者数は平成２４年２月１日現在、製造品出荷額等は平成２３年１年間の
数値である。
　平成２８年以降の事業所数及び従業者数は調査年の６月１日現在、製造品出荷額等は調査年の前年１年
間の数値である。
　資料：工業統計調査、経済センサス‐活動調査、経済構造実態調査

233 9,395 84,504,479

301 9,788 113,045,576

305 9,849 116,433,796
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１９．市職員数の推移 (単位：人)

年　　次 合　　計 旧西条市 旧東予市 旧丹原町 旧小松町 旧その他団体 定   数

平 成 16 年 1,409 403 287 134 110 475 1,511

合併時(H16.11.１) 1,408 404 290 135 110 469 1,427

平 成 20 年 1,214 1,427

平 成 21 年 1,178 1,427

平 成 22 年 1,035 1,145

平 成 23 年 1,013 1,145

平 成 24 年 1,006 1,154

平 成 25 年 991 1,154

平 成 26 年 979 1,154

平 成 27 年 979 1,154

平 成 28 年 982 1,154

平 成 29 年 974 1,154

平 成 30 年 986 1,166

平 成 31 年 984 1,166

令 和 2 年 983 1,166

令 和 3 年 977 1,166

令 和 4 年 970 1,166

令 和 5 年 952 1,166

令 和 6 年 946 1,166

令 和 7 年 935 1,166

令 和 8 年 927 1,166

 　注：各年４月１日現在　

　　　「旧その他団体」は、道前福祉衛生事務組合、周桑事務組合、東予市・丹原町公共下水道

　　　 事務組合及び周桑病院企業団

 資料：職員厚生課

２０．部局別市職員数 (単位：人)

区　　分 合　　計 一般行政 税務職 福祉職 消防職 その他 定  数

合    計 927 611 45 － 152 119 1,166（1,192）

議 会 9 9 － － － － 12  

市 長 部 局 663 541 45 － － 77 780  

消防長事務部局 152 － － － 152 － 155  

公営企業 (水道 ) 15 － － － － 15 23  

教 育 委 員 会 75 48 － － － 27 180（181）

選挙管理委員会 3 3 － － － － 3（20）

監 査 委 員 3 3 － － － － 3  

公 平 委 員 会 － － － － － － （2）

農 業 委 員 会 7 7 － － － － 10（16）

 資料：職員厚生課

 　注：令和８年４月１日現在　　定数の(　)については兼務職員を含む人数
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令和８年４月１日現在

福 祉 課 こども・福祉係

保育所（7園） ・ こども園（4園）

認定給付係保 育 ・ 幼 稚 園 課 施設総務係 ・

丹原児童館

ここてらすこまつ ・ すみれ荘 ・ こども家庭センター

・ 東予西児童館 ・

・女性係 ・ こども家庭支援係 母子保健係

発達支援係

こ ど も 未 来 課 子育て支援係 ・

地域包括支援セ
ンター

介 護 保 険 課 介護総務係 ・ 介護認定給付係

こ

ど

も

･

福

祉

部

東予南
地域交流センター ・

東予北
地域交流センター ・

西条西部児童館 ・

丹原高齢者
生活福祉センター

・ 包括支援係

西条児童館

かがやき園 ・
西条東部
地域交流センター ・

西条西部
地域交流センター ・ 創作の家

・
長寿・いきがい
対策係地 域 福 祉 課 障がい支援係 ・ 障がい給付係

・ 保護管理係生 活 福 祉 課 総務福祉係 ・ 保護担当係

総 務 市 民 課 税務係

徴収係 ・ 債権管理係

国保税係 ・ 資産税係

徴 収 課 徴収総務係 ・

財政第２係 ・ 財政第３係

課 税 課 市民税係 ・

財

務

部

財 政 課 財政第１係 ・

契 約 課 工事契約係 ・ 物品契約係

総 務 市 民 課 総務係

情 報 シ ス テ ム 課 情報ｼｽﾃﾑ係

・ 給与厚生係

育休等

総

務

部

職 員 厚 生 課 人事研修係

・ 統計係総 務 課 総務係 ・ 法制係

椿交流館 ・ 四国鉄道文化館

十河信二記念館 ・ 観光交流センター

石鎚ふれあいの里 ・
アウトドアオアシス
石鎚 ・

観 光 振 興 課 観光推進係 ・ 施設経営係

移 住 推 進 課 移住推進係

・ 広聴係
シ テ ィ プ ロモ ーシ ョ ン
推 進 課

シティプロモーショ
ン推進係 ・ 広報係

企

画

部

秘 書 課 秘書係

地域創生センター

未 来 共 創 課 未来共創係

防災事業係

政 策 課 政策係 ・ 地域創生係

２１．令和８年度組織機構図

市

長

副

市

長

市

長

直

轄

組

織

防 災 危 機 管 理 課 防災計画係 ・

※西部支所

※西部支所

※西部支所
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農 林 振 興 課 農林振興係

国 土 調 査 課 国土調査係

農林土木事業係 ・ 農林土木管理係

農 業 基 盤 整 備 課 農業基盤整備係

林業振興係 ・ 有害鳥獣対策係

農 林 土 木 課 農林土木計画係 ・

産

業

部

丹原農村環境
改善センター

林 業 振 興 課

農地集積促進係 ・ 漁業振興係

産業情報支援セ
ンター ・ 食の創造館 ・

ひと・夢・未来創造
拠点複合施設

農 水 振 興 課 農業振興係 ・

・ 経営支援係産 業 振 興 課 産業総務係 ・ 企業立地係

・ 下水道係 ・ 水道係

河 川 水 路 課 河川水路係

環 境 課 生活環境係

水 道 工 務 課 水道工務第１係 ・ 水道工務第2係

水 道 業 務 課 水道総務係 ・ 水道料金係

・ 下水道維持係

西条浄化センター ・
東予・丹原浄化セ
ンター

・
一般廃棄物
最終処分場

・ やすらぎ苑

下 水 道 業 務 課 下水道総務係 ・ 下水道業務係

環

境

部

ひうちクリーンセ
ンター

・
道前クリーンセン
ター

下 水 道 工 務 課 下水道建設係

衛 生 施 設 課 衛生施設係 ・
道前ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
施設整備係

衛 生 課 衛生係

・ 小松ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ係

環 境 政 策 課 環境推進係 ・
ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ
推進係

・ 河北会館

総 務 市 民 課 市民生活係 ・ 丹原ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ係

大町会館 ・ 氷見交友会館 ・ 北星会館

人 権 共 生 課 人権啓発係 ・ 人権対策係 ・ 男女共同参画係

市民サービスコー
ナー（5カ所） ・

消費生活セン
ター

・ 登録管理係 ・ 年金係

市民活動支援
センター

市 民 課 市民係

交通防犯係

市

民

生

活

部

市 民 協 働 推 進 課 協働推進係 ・ 国際交流係

く ら し 安 心 課 くらし支援係 ・ 生活相談係 ・

・ 福祉医療費助成係

福 祉 課 国保医療係

・
スポーツコミュニ
ティセンター

石鎚ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ
ﾊﾟｰｸSAIJO

国 保 医 療 課 国保係 ・ 後期高齢者医療係

小松体育館 ・ 小松中央公園 ・
ﾋﾞﾊﾞ･ｽﾎﾟﾙﾃｨｱ
SAIJO

・ 東予運動公園プール

丹原Ｂ＆Ｇ
海洋センター

・ 丹原体育館 ・ 丹原総合公園 ・ 小松武道館

 市民公園管理事務所 ・  ひうち陸上競技場 ・ ひうち球場

ひうち体育館 ・ 西条西部体育館 ・ 東予体育館

感染症予防係

ス ポ ー ツ 健 康 課 スポーツ健康係 ・ スポーツ施設係

健

康

増

進

部

医 療 対 策 課 地域医療係 ・

 総合体育館・プール ・

・ 西部総合福祉センター

中川診療所 ・ 休日夜間急患センター

中央保健センター ・ 西部保健センター ・ 総合福祉センター

健 康 増 進 課 健康増進係 ・ 成人保健係

※西部支所

※西部支所

※西部支所

※西部支所
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学 校 政 策 課 学校政策係

・
西部ウイングサ
ポートセンター

幼稚園（2園）

スマートスクール
推進係

青少年育成センター ・
青少年育成センター
西部分室 ・

東部ウイングサ
ポートセンター

丹原文化会館

学 校 教 育 課 学務指導係 ・ 教育支援係 ・

・ 丹原図書館

小松温芳図書館 ・ 五百亀記念館 ・ 総合文化会館 ・

佐伯記念館・
郷土資料館

・ 丹原ふるさと歴史館

小松史跡
近藤篤山旧邸

・ 西条図書館 ・ 東予図書館

西条郷土博物館 ・ こどもの国 ・ 考古歴史館

生涯学習の館 ・ 東予郷土館 ・

・ 北条新田会館
教

育

長

教

育

委

員

会

事

務

局

社 会 教 育 課 社会教育係 ・ 歴史文化振興係

教

育

委

員

会

東部学校
給食センター

・ 楠浜会館 ・ 新市会館

公民館（２８館） ・

・
丹原学校
給食センター

・
小松学校
給食センター

学校給食係

小中学校（３５校） ・
共同事務室（５カ
所）

・ 第3救急係

小松出張所 ・ 河北出張所

教 育 総 務 課 教育総務係 ・

・ 第3消防係 ・ 第3救助係

・ 第2救急係

3部 ・ 第3庶務係

・ 第2消防係 ・ 第2救助係

・ 第1救急係

西 消 防 署 2部 ・ 第2庶務係

・ 第1消防係 ・ 第1救助係

飯岡出張所 ・ 橘出張所

1部 ・ 第1庶務係

・ 第3消防係 ・ 第3救助係

・ 第3救急係

・ 第2救助係

・ 第2救急係

3部 ・ 第3庶務係

・ 第2庶務係 ・ 第2消防係

・ 第1消防係 ・ 第1救助係

・ 第1救急係

第２指令係 ・ 第３指令係

1部 ・ 第1庶務係

危険物係 ・ 消防設備係

指 令 課 第１指令係 ・

消

防

長

予 防 課 予防係 ・

東 消 防 署 2部

・ 消防施設係

警 防 課 警防係 ・ 救急救助係

消 防 総 務 課 消防総務係 ・ 消防団係

会 計 管 理 者 会 計 課 審査係 ・ 出納係

建 設 課 建設管理係

技 術 管 理 課 技術管理係

・
公共施設マネジメ
ント推進係管 財 住 宅 課 住宅係 ・ 管財係

用 地 課 用地係 (土地開発公社）

・ 建築整備係

・ 空家対策係

建 築 課 建築審査係 ・ 開発審査係

建

設

部

都 市 計 画 課 都市計画係 ・ 都市施設管理係

ひうち港務所 ・ 今在家港務所 ・ 北条港務所

港 湾 課 港湾係

・ 橋りょう維持係 ・ 建設土木係建 設 道 路 課 道路調査情報係 ・ 道路維持係

※西部支所

- 29 -



農委西部分室含む

※サービスセンター

農 委 へ

農 委 西 部 分 室 農委西部分室

会計管理者へ

会計課西部分室長（兼務） 出納係 (兼務）

建 設 課 建設管理係

農 林 振 興 課 農林振興係

環 境 課 生活環境係 ・ 下水道係 ・ 水道係

市民サービスコー
ナー（6カ所）

福 祉 課 こども･福祉係 ・ 国保医療係

市民生活係

丹原ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ係 ・ 小松ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ係

総務係 ・ 税務係 ・

公 平 委 員 会

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会

本庁各部へ

総 務 市 民 課

監 査 委 員 監査委員事務局 事務局

選 挙 管 理 委 員 会 選挙管理委員会事務局 事務局

農 業 委 員 会 農業委員会事務局 事務局

議
会
事
務
局

議 会 議 事 課 調査広報係 ・ 議事係

西部支所の組織
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愛媛県西条市議会事務局 

〒793-8601 

愛媛県西条市明屋敷164番地 

電話 0897-52-1261 

FAX  0897-52-1269 

E-Mail giji@saijo-city.jp 

giji@city.saijo.lg.jp 
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